
船舶事故等調査報告書 

平成２１年１１月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９函第５１号 

事故等種類 定置網損傷 

発生日時 平成２１年７月１８日 ２２時５０分ごろ 

発生場所 北海道紋
もん

別
べつ

市紋別港北方沖 紋別灯台から真方位０２５°３,４００ｍ付

近（概位 北緯４４°２３′ 東経１４３°２２′） 

事故等調査の経過  平成２１年８月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事務所）

を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

引船 北
ほく

隆
りゅう

丸、７５トン 

 １３０８０６、渋田タグボート株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、五級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 定置網用形綱、浮子等損傷 

 事故等の経過  本船は、船長ほか５人が乗り組み、北海道函館市函館港から紋別港に向

けて、約１５０°の針路及び約１０.５ノットの対地速力で航行中、平成２

１年７月１８日２２時５０分ごろ、紋別港北方沖のさけ定置網に進入し、

損傷を与えた。 

本船は、絡網により航行不能となり、引船にえい
．．

航されて紋別港に入港

した。 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 南東、風力 ５、視界 良好 

海象：波向 南東、波高 約３ｍ 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 船長は、例年８月１５日過ぎに定置網が設置され

ると思い込んでいたものと考えられる。 

船長は、水路調査を適切に行わず、また、レーダ

ーを使用して航行していたが、適切な見張りを行わ

なかったため、定置網に気付かず、定置網に進入し

たものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が紋別港北方沖を航行中、水路調査を適切に行わ

ず、また、適切な見張りを行わなかったため、定置網に進入したことによ

り発生したものと考えられる。 

 




